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プレスリリース

平成１２年８月９日

「第１２回農協系統の事業・組織に関する検討会の開催」について

本日、農林水産省第１特別会議室において標記会議が開催されましたので、

説明資料を配付します。

連絡・問い合わせ先
経済局農業協同組合課
TEL：03-3502-8111(代)

奥原(内線2670)
出田(内線2696)

直通：03-3501-3728
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

１ 農協系統を取り巻 ○ 次のような社会経済情勢の大きな変化の中で、従来の農協系統
く社会経済情勢の変 の事業・組織では、農協系統の内外からの期待に十分応えられな
化 くなっているのではないか。

○ 均質な小規模家族経営によって構成されていた農村社会が大き
く変質し、担い手（専業的家族経営、法人経営等）と第２種兼業
農家とに分化したため、全組合員に対して形式的に平等な事業運
営を行うのでは担い手のニーズを十分に充足できず、結果的に地
域農業の振興が十分に図られなくなってきているのではないか。

○ 担い手を中心とする農業者の経営能力の向上や農村部への一般
企業の進出・都市部へのアクセスの改善等により、組合員が農協
に期待するサービス内容が著しく変化してきており、これへの対
応が遅れた結果として農協経営が悪化してきているのではないか。

○ 金融事業・生産資材販売事業等については、一般企業との競争
が激化する中で、農協の自己完結的な事業運営を基本とする体制
では 十分な競争力を確保できなくなってきているのではないか、 。

○ とくに、ＩＴ（情報技術）革命の進展は、中間段階を省略して
最終の売り手と買い手を直結させる機能を有しており、農協系統
全体の事業システムを見直さざるを得なくなってきているのでは
ないか。

○ 金融については、業務の複雑化・高度化が著しく、また、貯金
を預かることによる公共性から金融システムの一員としての役割
を果たしていかざるを得ず、地域農業振興を念頭においた個別農
協の業務運営体制では、十分な対応ができなくなってきているの
ではないか。
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

２ 食料・農業・農村
基本法を踏まえた農
協系統のあり方

( ) 地域農業の振興 ○ 農協は、各地域の農業者を中心とする協同組織である以上、組 ○ 地域農業振興のための具体的対策等1
（生産・販売） 合員である農業者の所得向上等を図ることがその本来の存在理由 ・ 担い手の意向の反映方法

ではないか。 ・ 農協の営農支援のあり方
このため、地域農業振興の司令塔として地域をリードしていく ・ 農協の販売活動のあり方

ことが何よりも重要ではないか。
具体的には、農協ごとに、地域農業振興戦略（適切な作付作物

の選定、作付けの団地化、担い手への土地利用集積、生産物の有
利な販売方針等）を的確に樹立し、この戦略に合わせて、営農支
援や販売活動を適切に展開していくことが重要ではないか。

○ その際、地域内の耕作放棄地等を有効に活用していくことも重
要であり、農協自身又はその出資法人が作業受託の受皿となると
いった取組みも必要ではないか。

○ 地域農業の振興を考える場合、生産した農産物の有利販売を軸
として考える必要があり、農協としての販売体制を確立すること
が重要ではないか。

( ) 生産資材の供給 ○ 農業の生産性向上を図る上で、生産資材価格の引下げは極めて ○ 新たな生産資材供給システムの具体的内容等2
重要ではないか。 ・ 受注センター・配送拠点の数とコスト削減目標に関する年
このため、全農・経済連・農協という３段階の供給システムを 次計画
抜本的に見直し、ＪＡグループ全体として最も効率的な生産資材
供給システムを確立していく必要があるのではないか。

○ また、農業者の経営類型（担い手、第２種兼業農家等）に応じ ○ 担い手に十分配慮した供給形態・供給量等に応じた価格設定
た実質的に公平な事業運営を行うことにも十分留意し、供給形態 のあり方
や供給量に応じた価格設定を行い、これを農業者に対して予め明
確にしておくことも重要ではないか。

○ 農業機械については、担い手を中心とする農業者のニーズを集 ○ 農業機械の開発・生産に関する農協系統の役割の果たし方
約してメーカーに伝達することにより、ニーズに対応した低価格
の農業機械の開発・生産が進むよう、農協系統が積極的な役割を
果たしていく必要があるのではないか。
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

( ) 農村生活関連事業 ○ 農村社会において、組合員等に必要な生活関連サービスを提供 ○ 赤字となっている事業・施設の赤字解消のための具体的対策等3
することも農協の重要な役割であるが、一般企業の農村部への進
出、都市部へのアクセスの改善等により、生活店舗やガソリンス
タンドなど多くの部門で赤字となっており、これが農協の経営を
大きく圧迫しているのではないか。
したがって、組合員等のニーズも踏まえて農協の提供するサー

ビスの範囲の見直しを行っていく必要があるのではないか。
特に、赤字となっている事業・施設について、確実に赤字を解

消していく必要があるのではないか。

○ 新規分野への参入についても 採算性をよく検討するとともに、 、
多額の投資の回避、外部への委託の活用等にも留意していく必要
があるのではないか。

○ 特に、農村地域では急速に高齢化が進行しており、農協が、要
介護者だけでなく健康な高齢者を含めた総合的な高齢者対策に積
極的に取り組む必要があるのではないか。その際、市町村等とよ
く連携し、的確かつ効率的に事業を実施していく必要があるので
はないか。

( ) 消費者等との連携 ○ 国民の理解の下に農業・農村の振興を図っていくためには 食4 、「
料」を結節点として、消費者等との連携を強化していくことが極
めて重要ではないか。

○ このためには、常に消費者ニーズの把握に努めるとともに、そ ○ 安心・安全な農産物の生産・販売システムの具体的内容等
れを強く意識し、ニーズに対応した生産を行っていくことが重要
ではないか。

○ 消費者等が農業生産の実態や農協系統の取組み等を正確に理解 ○ ＪＡグループとしての情報提供体制の強化のための具体的対
できるよう、農協系統としての日常的な情報提供体制を確立して 策等
いく必要があるのではないか。
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

３ 金融情勢の変化を
踏まえた農協金融の
あり方

( ) 金融情勢の変化 ○ 都市銀行の再編、他業界からの新規参入など、これからは、金1
融サービスの質・コスト等において、金融機関の大競争時代が到
来するのではないか。

○ 金融サービスの高度化を図る上でＩＴ投資は不可欠の要素であ
るが、一方、その投資額は相当巨額であり、いかに効率よく、か
つ成果の高い投資ができるかが、今後の各金融機関の命運を分け
る可能性があるのではないか。
インターネットを使ったダイレクト・バンキングをはじめとす

るＩＴ革命の進展が、従来の金融事業システムの抜本的見直しを
迫ることになる可能性もあるのではないか。

○ 更に、平成１４年４月にはペイオフ解禁となるが、これは預金
者が経営の健全性を比較して金融機関を選択する時代の到来を意
味し、金融機関は経営の健全性の面でも競争していかざるを得な
いことになるのではないか。

( ) 農協金融の現状2 ○ 農協系統とはいうものの、信用事業については、各農協・各信
連・農林中金がそれぞれ独立して金融業務を行っているという色
彩が強く、ＪＡグループ全体としての総合力が十分に発揮されて
いるとはいえない状況にあるのではないか。
例えば、ＩＴ投資についても、ＪＡグループ全体でみれば相当

規模の投資を行っているものの、各主体ごとの重複投資が行われ
ているため、十分な投資効果が現われていない面があるのではな
いか。

○ また、破綻の未然防止についても、各農協・各信連それぞれの
経営努力に依存しているだけであり、多額の欠損金を抱えたり、
破綻したりするケースが後をたたず、こうした場合に従来のよう
に農協系統内で多大な資金援助を続けていけば、ＪＡグループ全
体の体力も信用力も低下してしまうおそれがあるのではないか。
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

( ) 農協金融 ○ 激変する金融情勢の下で、農協系統が、今後、他の金融機関と3 のあり方 ○ 新たな農協金融システムの具体的内容
対等に競争していくためには、郵便局に次ぐ農協の店舗ネットワ ・ ＪＡグループ全体としての総合的な経営戦略の樹立体制の
ークや農林中金の資金運用能力を含めて、ＪＡグループの金融総 あり方
合力を最大限に発揮していくことが必要ではないか。 ・ コンピューター・ネットワーク・システムのあり方
そのためには、各農協、各信連、農林中金を含めたＪＡグルー ・ 能力や体制を超える無理な資金運用を回避し、破綻を未然

プの金融機関が全体として「ひとつの金融機関」として機能する に防止するための自主ルール（経営が一定水準をクリアでき
ような、新たな農協金融システムを早急に構築していくことが必 ない場合の組織統合の受皿ルール及び組織統合を円滑に行う
要ではないか。 ための積立制度を含む）のあり方

○ それに伴う法制度等のあり方

○ 農業者に対する農業融資が的確に行われるようにしていく必要 ○ 的確な農業融資を行えるようにするための具体的対策
があるのではないか。

( ) 共済事業 ○ 共済事業については、平成１２年４月１日に全ての県共連と全4
共連とが一斉統合したが、全共連は、これを機に、施設・人員の
配置の見直し、利便性の高い共済商品の開発等を進め、統合メリ
ットを最大限に発揮していく必要があるのではないか。

○ また、統合により、資金運用規模が巨大になることから、従来 ○ 全共連と農林中金との連携のあり方
以上に健全かつ効率的な資金運用に努めていく必要があり、全共
連と農林中金との連携を抜本的に強化していく必要があるのでは
ないか。
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

４ 農協系統の組織の
あり方

( ) 組合員資格等 ○ 農業を営む法人の正組合員資格等の取扱い1 ○ 農協制度発足時は、農村社会はほぼ均質な小規模家族経営によ
って構成されていたが、その後の社会経済情勢の変化の中で担い
手と第２種兼業農家への分化が進み、担い手として専業的家族経
営のほかに法人経営が重要な地位を占めるようになってきてい
る。
こうしたことを踏まえて、農業を営む法人を農協法制に適切に

位置付けていく必要があるのではないか。

○ 食料・農業・農村基本法を踏まえて、今後、農協は、消費者や ○ 准組合員資格の取扱い
実需者との連携を強化していくことも重要な課題となっている。
こうしたことを踏まえて、准組合員の範囲（現在は農協の地区

に居住する者）を見直していく必要があるのではないか。

○ 従来、信用事業を行う農協については、地区が重複をしないこ ○ 農協の地区の重複の取扱い
とを原則とする、いわゆるゾーニング規制が通達により行われて
いるが、農協のサービス改善努力を促し、また、農協間の役割分
担・連携を可能とする観点からも、こうした通達に基づく規制は
見直していく必要があるのではないか。

( ) 農協の収益構造 ○ 農協の収益構造の改善のための具体的対策2 ○ 農協の収益構造をみると、多くの農協で経済事業等の赤字が恒
常化しており、これを、金融事業（信用・共済事業）の黒字で補
っている状況にある。
金融事業の収益への依存が、農協の本来の役割である地域農業

振興への取組みを疎かにし、また、経済事業等のコスト削減やサ
ービス改善の努力を妨げてきた側面もあるのではないか。
更に、今後厳しい金融情勢の下で金融事業の収益に多くを期待

できなくなりつつあり、逆に無理に収益を出そうとすれば金融事
業の破綻につながるおそれもあるのではないか。
したがって、今後の農協経営については、金融事業の収益に依

存せずに収支均衡を図ることを基本としていく必要があるのでは
ないか。
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項 目 これまでの議論の概要 今後更につめるべき事項

( ) 業務執行体制 ○ 農協・連合会が組合員・会員に最大のメリットを出していくた ○ 常勤理事を中心とする的確な業務執行体制の確立のための具3
めには、その業務執行体制が極めて重要であり、 体的対策
ア 職務に専念し、かつ実務能力を有する相当数の常勤理事が、 ・ 常勤理事の数と業務分担
イ 組合員・会員の意向を十分に踏まえた上で、 ・ 常勤理事の資格・実務能力
ウ 頻繁に合議を行い、迅速かつ適正な経営判断を行って職員を ・ 兼職・兼業の取扱い
強力に指揮していくこと ・ 定年制・任期制の取扱い

が必要ではないか。
しかしながら、これまでの実態をみると、正組合員代表による ○ 組合員・会員の意向を十分踏まえた業務執行が行われるよう

直接の業務執行があまりに重視されており、その結果、 にするための具体的対策
ア 職務に専念し かつ実務能力を有する常勤理事が極めて少なく、 、
イ 担い手や青年・女性を含めた組合員の意向を十分踏まえた運
営が行われていない

等の問題点が指摘されており、常勤理事を中心とする業務執行体
制の強化を図っていく必要があるのではないか。

○ 平成８年の農協法改正で、組合員・会員の意向を踏まえつつ的 ○ 経営管理委員会制度の普及のための具体的対策
確な業務執行ができるよう、経営管理委員会と理事会の併用方式 ・ 連合会と農協の取扱い
が選択肢として導入されたが、これまでのところ、ほとんど普及 ・ 経営管理委員会制度の見直し
しておらず、この普及・定着を図っていく必要があるのではない
か。

( ) 中央会 ○ ＪＡグループ全体としての経営戦略樹立のための具体的対策4 ○ 今後、ＪＡグループが自己選択・自己責任の下に、的確な事業
運営を行っていくためには、中央会の役割は極めて重要であり、
担い手を中心とする組合員の意向を十分に把握する体制を整備し
た上で、 ○ 中央会のＪＡ・連合会に対するコントロール・チェック機能
ア ＪＡグループ全体としての経営戦略を樹立できる体制の整備 等の強化のための具体的対策
イ 農協・連合会の事業運営を事前にコントロールし、また、事
後にチェックできる体制の強化

ウ とくに、新たな農協金融システムと関連して監査・経営監視 ○ とくに、新たな農協金融システムとも関連した中央会の監査
機能の抜本的強化 や経営監視機能の強化のための具体的対策

を図っていくことが必要ではないか。

５ 農協系統に関する ○ 通達行政（とくに法令にない規制の創設）の取扱い等○ これまでの農協行政は、法令のほか、模範定款例や各種通達に
行政 より緻密な行政を展開してきたが、行政と民間の役割分担を明確

にし、行政の透明性を高めていく観点から、今後、ＪＡグループ
の自己責任経営体制を前提とする行政としていく必要があるので
はないか。










